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提
案
公
募
型
補
助
制
度
の
周
知
に
つ

い
て
、
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
方
法
で
は
応
募
件
数
が

増
加
し
て
い
な
い
た
め
、
別
の
方
法
を
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
今
後
は
、
事
業
を
採

択
さ
れ
た
団
体
か
ら
本
制
度
に
つ
い
て
Ｐ
Ｒ

し
て
も
ら
う
な
ど
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
形

で
周
知
を
し
て
は
ど
う
か
。

広
報
媒
体
を
問
わ
ず
、
広
く
市
民
に

周
知
し
続
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
、
新
し
い
手
法
を
取
り
入
れ

る
こ
と
も
重
要
と
考
え
て
い
る
。
補
助
採
択

事
業
者
に
よ
る
広
報
は
、
制
度
の
周
知
の
み

な
ら
ず
、
多
く
の
市
民
協
働
事
業
が
育
つ
等

の
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
実
現

自
転
車
運
転
に
対
す
る
ル
ー
ル
遵
守

の
徹
底
や
マ
ナ
ー
向
上
策
と
し
て
、

平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
大
阪
府
自
転
車
条

例
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
本
条
例
が
施
行
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
市
に
お
い
て
自
転
車

運
転
の
ル
ー
ル
遵
守
や
マ
ナ
ー
向
上
は
図
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。

本
条
例
に
お
い
て
、
交
通
安
全
教
育

や
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
の
加
入
等

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
28
年
4
月
の
条
例
施

行
後
、
保
険
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
市
に

も
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
民

の
関
心
も
高
く
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い

る
。
保
険
加
入
を
契
機
に
、
安
全
利
用
に
対

す
る
意
識
が
高
ま
り
、ル
ー
ル
遵
守
や
マ
ナ
ー

向
上
の
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

高
齢
化
等
に
よ
る
買
い
物
弱
者
支
援

に
つ
い
て
は
、
課
題
認
識
を
持
っ

て
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
が
、
小
規
模
事

業
者
が
買
い
物
弱
者
向
け
の
移
動
販
売
を
始

め
よ
う
と
し
た
場
合
、
現
行
の
補
助
制
度
で

は
上
限
額
等
の
問
題
に
よ
り
使
い
に
く
い
。

ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
制
度
と
す
る
た
め
、
補
助

内
容
の
見
直
し
を
し
て
は
ど
う
か
。

現
在
、
小
規
模
事
業
者
向
け
の
各
補

助
制
度
に
つ
い
て
は
、
目
的
や
実

態
を
勘
案
し
な
が
ら
制
度
の
運
用
を
行
っ
て

い
る
。
今
後
も
事
業
者
の
ニ
ー
ズ
把
握
に
努

め
、
社
会
経
済
状
況
の
変
化
等
を
注
視
し
な

が
ら
、
必
要
に
応
じ
た
効
果
的
な
支
援
が
行

え
る
よ
う
、
補
助
内
容
や
補
助
金
額
等
に
つ

い
て
随
時
検
証
を
行
う
。

新
聞
等
の
報
道
で
高
齢
者
の
自
動
車

運
転
に
お
け
る
通
行
帯
の
逆
走
や
、

そ
れ
に
伴
う
交
通
事
故
等
を
日
常
的
に
目
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は

本
市
に
お
い
て
も
、
い
つ
発
生
す
る
か
わ
か

ら
な
い
。
高
齢
者
の
自
動
車
運
転
事
故
防
止

策
や
、
今
後
の
対
策
等
に
つ
い
て
、
市
は
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

高
齢
者
施
設
で
実
施
し
て
い
る
交
通

安
全
教
室
、
春
・
秋
の
交
通
安
全
大

小
・
中
学
校
に
設
置
し
て
い
る
通
級

指
導
教
室
（
※
１
）
の
在
籍
者
数
は
、

自
校
、
他
校
へ
通
級
す
る
児
童
・
生
徒
と
も

に
、
年
々
増
加
し
て
お
り
、
特
に
他
校
へ
放

課
後
に
通
級
す
る
児
童
・
生
徒
に
は
、
体
力

や
学
び
に
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
市
と

し
て
今
後
の
対
応
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
の
か
。他

校
に
通
級
す
る
児
童
・
生
徒
に

と
っ
て
は
、
時
間
的
、
体
力
的
な
負

担
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
市
教
育
委
員

会
と
し
て
は
、
他
校
に
通
級
す
る
児
童
・
生

徒
の
増
加
に
伴
い
、
通
級
指
導
教
室
の
増
設

の
必
要
性
は
認
識
し
て
お
り
、
教
室
の
増
設

を
府
へ
要
望
し
て
い
る
。

 

他
校
へ
通
級
す
る
児
童
へ
の
対
応
は

問答

問

問答

 

自
転
車
運
転
の
マ
ナ
ー
向
上
を

答 問 答

答

第
６
回
定
例
会

　
一
般
会
計
補
正
予
算
質
疑
を
12
月
５
日
と
6
日
に
行
い
ま
し
た
。

　
主
な
質
疑
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
が
、
誌
面
の
都
合
上
、
質
疑
の

一
部
し
か
掲
載
で
き
ま
せ
ん
。
詳
し
い
内
容
は
、
南
館
１
階
情
報
ル
ー
ム
及
び
各
図
書

館
に
設
置
し
て
い
る
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。（
い
ず
れ
も
２
月
中
旬
予
定
）

一
般

質
疑

会
計
補
正
予
算

 

買
い
物
弱
者
支
援
の
取
り
組
み
を

 

高
齢
者
の
自
動
車
運
転
事
故
防
止
を

自
由
民
主
党
・
絆

　
　
　
　
　   

下
野
　
　
巖

茨
木
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
　
　
　  

米
川
　
勝
利

大
阪
維
新
の
会･

茨
木
　
　
　

　
　
　         

大
野
　
幾
子

 

提
案
公
募
型
補
助
制
度
の
周
知
を

問

（※ 1） 通級指導教室 ： 通常の学級に在籍する言語障害、 発達障害等の障害のある児童 ・ 生徒が障害に応じた特
　　　　　　　　　　　　　　　 別な指導を受ける教室。

流水中の土砂などを沈殿させて流れから除くための池。

に
向
け
て
検
討
す
る
。
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市
議
会

だ
よ
り

も
、
水
の
濁
色
が
数
日
間
取
れ
な
い
状
況
に

あ
る
。
そ
の
原
因
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う

な
対
策
を
と
っ
て
い
る
の
か
。

原
因
は
、
安
威
川
上
流
に
お
け
る
安

威
川
ダ
ム
等
の
工
事
の
影
響
が
考
え

ら
れ
る
。
対
策
と
し
て
は
、
各
工
事
区
域
内

の
必
要
な
箇
所
に
濁
水
を
処
理
で
き
る
容
量

の
沈
砂
池
（
※
２
）
を
設
け
る
な
ど
し
て
直

接
河
川
に
放
流
さ
れ
る
こ
と
を
抑
制
し
て
い

る
。
ま
た
、
濁
り
が
数
日
間
続
く
原
因
と
し

て
は
、
降
雨
後
も
工
事
区
域
内
の
濁
水
が
沈

砂
池
に
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
原
因
の
一

つ
と
考
え
る
。

査
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
災

害
対
応
時
に
重
要
な
地
域
緊
急
交
通
路
等
、

優
先
順
位
を
定
め
て
、
状
況
把
握
を
行
い
、

府
の
舗
装
点
検
要
領
を
参
考
に
、
今
後
の
対

応
を
検
討
し
て
い
く
。

会
等
に
お
い
て
安
全
運
転
の
指
導
や
運
転
免

許
自
主
返
納
制
度
を
啓
発
し
て
い
る
。
今
後

は
警
察
、
市
内
の
老
人
ク
ラ
ブ
と
連
携
し
、

交
通
安
全
教
育
及
び
自
主
返
納
制
度
の
周
知

に
つ
い
て
、
新
た
な
取
り
組
み
を
検
討
す
る
。

近
年
、
道
路
陥
没
事
故
が
全
国
で
多

発
し
て
お
り
、
今
後
さ
ら
に
増
加
す

る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
市
の
空
洞
調
査
の
現

状
、
実
績
等
は
ど
う
か
。
ま
た
、
マ
イ
ク
ロ

波
セ
ン
サ
ー
等
を
使
っ
た
空
洞
探
査
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
調
査
の
計
画
的
実
施
を
検
討
し
て

は
ど
う
か
。

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
目
視
点
検

等
で
、
早
期
に
適
切
な
対
処
を
行
い
、

広
範
囲
に
陥
没
す
る
可
能
性
が
あ
る
箇
所
に

は
、
ハ
ン
デ
ィ
型
地
中
レ
ー
ダ
に
よ
る
調
査

を
過
去
３
年
に
２
か
所
実
施
し
た
。
空
洞
探

の
問
題
と
な
り
、
住
民
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。
早
急
に
現
状
把
握
を
行
い
、
必

要
な
措
置
を
と
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う

か
。

平
成
28
年
10
月
に
匿
名
で
住
民
か
ら

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
11

月
16
日
に
簡
易
測
定
を
行
っ
た
結
果
、
昼
間

の
環
境
基
準
に
対
し
て
、
5
デ
シ
ベ
ル
程
度

低
い
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て

は
道
路
管
理
者
で
あ
る
府
へ
報
告
す
る
。
ま

た
、
道
路
振
動
に
つ
い
て
は
、
今
後
計
測
し
、

振
動
規
制
法
の
数
値
を
超
え
る
場
合
は
道
路

管
理
者
に
対
し
て
改
善
を
求
め
る
。

彩
都
中
部
地
区
の
物
流
施
設
関
連
車

両
に
よ
る
環
境
悪
化
の
可
能
性
を
以

前
か
ら
指
摘
し
て
い
た
が
、
彩
都
に
立
地
す

る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
騒
音
・
振
動
被
害
が
現
実

 

安
威
川
に
お
け
る
濁
水
対
策
は

安
威
川
の
水
質
に
つ
い
て
、
最
近
、

台
風
や
異
常
降
雨
以
外
の
降
雨
の
後

問

問

答

18
年
間
に
わ
た
る
全
10
巻
発
行
の
市

史
編
さ
ん
事
業
が
終
わ
り
、
平
成
29

年
１
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
っ
て
完
了
す

る
。
貴
重
な
財
産
で
あ
る
収
集
史
料
の
保
存

と
活
用
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
編
さ
ん
室

以
外
に
あ
る
史
料
も
含
め
た
体
系
的
な
デ
ー

タ
化
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
貴
重
な

史
料
を
市
民
に
活
用
い
た
だ
け
る
事
業
展
開

が
必
要
で
は
な
い
か
。

調
査
・
収
集
し
た
史
料
は
、
順
次
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
全
庁
的
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
、
そ
の

作
業
の
進
捗
状
況
に
合
わ
せ
て
検
討
し
て
い

く
。
ま
た
、
史
料
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
専

門
の
研
究
者
や
郷
土
史
に
興
味
を
持
た
れ
た

 

彩
都
内
道
路
の
騒
音
・
振
動
対
策
を

問

市議会のうごき

本会議（初日）
本会議（2 日目）
議員定数・議員報酬審査特別委員
会
民生常任委員会
建設常任委員会
文教常任委員会
総務常任委員会
幹事長会
議会運営委員会
本会議（最終日）
議会改革推進委員会
北部地域整備対策特別委員会
市街地整備対策特別委員会

５ 日
６ 日
７ 日

８ 日

９ 日

14日

16日
19日
21日　

12月

答

 

路
面
下
空
洞
調
査
の
計
画
的
実
施
を

問

 

公
　
明
　
党

　
　
　
　
　
　
松
本
　
泰
典

茨
木
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
　

　
　
　
　
　  

桂
　
　
睦
子

大
阪
維
新
の
会
・
茨
木

　
　
　
　
　
　
塚
　
　
　
理

日
本
共
産
党
　

　
　
　
　
　  

畑
中
　
　
剛
　

 

市
史
編
さ
ん
史
料
の
保
存
と
活
用
は

答次
頁
へ
つ
づ
く

答

流水中の土砂などを沈殿させて流れから除くための池。（※２） 沈砂池 （ちんさち） ：

２  日

４  日
９  日
10日
25日
28日
29日

30日

議会改革推進委員会
議員定数・議員報酬等あり方検討会議
百条委員会
百条委員会
茨木市議会議員研修会
議員定数・議員報酬等あり方検討会議
百条委員会
議会運営委員会
幹事長会
議会改革推進委員会

11月

10月
議会改革推進委員会
議員定数・議員報酬等あり方検討会議
議会広報委員会
幹事長会
百条委員会（※）
議員定数・議員報酬等あり方検討会議
百条委員会

４  日
６  日
11日
12日
14日
20日
28日

※百条委員会：「議会の請求に基づく監査
の結果（監報第 4 号）に関する調査特別
委員会」
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本
市
は
吹
田
市
、
高
槻
市
と
比
較
し
、

Ｉ
Ｃ
Ｕ
（
集
中
治
療
室
）
等
を
持
つ

病
院
が
な
い
こ
と
か
ら
、
365
日
24
時
間
対
応

で
き
る
総
合
病
院
の
誘
致
は
28
万
市
民
の
熱

い
要
望
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
数
年
間
、
医

療
体
制
に
つ
い
て
繰
り
返
し
質
問
し
て
き
た

が
、
二
次
救
急
医
療
機
関
の
一
般
病
床
数
に

関
す
る
答
弁
が
、
平
成
27
年
３
月
で
は
811
床

で
、
平
成
28
年
６
月
で
は
1
千
617
床
と
な
っ

て
い
る
が
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

27
年
３
月
の
811
床
は
、
二
次
救
急
告

示
病
院
（
※
１
）
の
一
般
病
床
数
の

数
で
あ
り
、
28
年
６
月
の
1
千
617
床
は
二
次

救
急
告
示
病
院
と
非
告
示
病
院
を
加
え
た
数

で
あ
る
。
今
後
、
統
一
し
た
観
点
か
ら
デ
ー

タ
を
示
し
て
い
き
た
い
。

障
害
者
差
別
解
消
法
は
行
政
だ
け
で

な
く
、
企
業
、
団
体
、
市
民
に
お
い

て
も
障
害
者
差
別
が
解
消
さ
れ
、
障
害
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
住
み
よ
い
ま
ち

と
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
障
害
者
施
策

は
自
治
体
が
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、「
合
理
的
配
慮
」
を
含
む

施
策
を
市
民
に
周
知
徹
底
す
る
た
め
、
市
と

し
て
条
例
を
制
定
し
て
は
ど
う
か
。

障
害
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
、
障
害
者
基
本
法
等
の
関

係
法
令
や
本
市
総
合
計
画
等
に
基
づ
き
実
施

し
て
き
た
。
平
成
28
年
4
月
に
障
害
者
差
別

解
消
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
本
市

の
障
害
者
施
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め

に
、
次
期
の
障
害
者
計
画
の
策
定
と
合
わ
せ
、

条
例
制
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

い
く
。

に
欠
け
る
と
の
意
見
が
あ
る
。
受
診
者
の
手

間
や
精
神
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
問
診

票
の
内
容
を
精
査
し
、
必
要
最
小
限
に
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

問
診
票
の
項
目
数
に
つ
い
て
は
、
国

の
指
針
に
基
づ
き
設
定
し
て
い
る

が
、
よ
り
配
慮
し
た
項
目
数
と
な
る
よ
う
検

証
す
る
。
ま
た
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
乳
が

ん
・
子
宮
が
ん
検
診
を
セ
ッ
ト
で
受
診
す
る

人
、
単
独
で
受
診
す
る
人
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ

て
、
答
え
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト
や
項
目
を
考

慮
し
つ
つ
工
夫
改
善
に
努
め
て
い
く
。

乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診
の
際
に
記

入
す
る
共
通
の
問
診
票
に
つ
い
て
、

そ
の
質
問
項
目
が
多
岐
に
わ
た
る
と
と
も

に
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
内
容
で
人
権
上
の
配
慮

問

快
適
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
た
め
に

は
、
運
動
広
場
等
の
清
潔
な
ト
イ
レ

や
洋
式
化
及
び
多
目
的
ト
イ
レ
等
の
整
備
、

利
便
性
の
あ
る
道
具
保
管
庫
や
更
衣
室
、
体

育
館
の
空
調
、
駐
車
場
と
そ
の
料
金
等
の
課

題
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
市
の
具
体
的
な
施

策
が
見
え
て
こ
な
い
。
市
民
ニ
ー
ズ
を
把
握

し
、
課
題
解
決
に
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い

か
。

ト
イ
レ
、
道
具
保
管
庫
、
更
衣
室
、

体
育
館
の
空
調
、
駐
車
場
等
の
附
帯

設
備
に
つ
い
て
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
く
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
た
め
、

今
後
も
市
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
施
設
を
快

適
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
充
実
に
努

め
て
い
く
。

 

医
療
に
対
す
る
市
の
答
弁
は

問答

 

問
診
票
の
質
問
項
目
見
直
し
を

答問答

議員定数を削減しました

 　12 月定例会において、議員定
数条例の改正議案が議員提案で提
出され、議員定数・議員報酬審査
特別委員会の審査を経て、賛成者
多数で可決しました。
　したがって、平成 29 年 1 月
22 日に執行の市議会議員の一般
選挙から定数が「28 人」となり
ました。（改正前は 30 人）

市
民
が
活
用
で
き
る
よ
う
な
方
法
を
検
討
す

る
。問答 自

由
民
主
党
・
絆
　

　
　
　
　
　  

辰
見
　
　
登

民
主
ネ
ッ
ト
　

　
　
　
　
　   

中
村
　
信
彦
　

会
派
に
所
属
し
な
い
議
員
　

　
　
　
　
　
　
山
下
　
慶
喜
　

公
　
明
　
党
　

　
　
　
　
　  

坂
口
　
康
博
　

 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
充
実
を

 

障
害
者
差
別
解
消
の
条
例
制
定
を

前
頁
つ
づ
き

救急医療に協力する旨の申し出により、 大阪府知事が認定し、 告示された医療機関のこと。（※ 1） 二次救急告示病院 ：

調査特別委員会（百条委員会）が終了しました

　平成 28 年 6 月定例会において、設置された「議会の請求に基づく監査の結果（監報第
４号）に関する調査特別委員会」は、10 回の会議を開催し調査を行い、12 月定例会にお
いて、その調査結果報告書を賛成者多数で承認しました。また、前市長が正当な理由がな
く百条委員会において証言を拒絶したとして、地方自治法違反により告発する議案を賛成
者多数で可決しました。

　調査特別委員会調査報告の内容については、議会ホームページ「提出案件・議決結果等」
→「可決された議員提出議案」→「可決された議員提出議案（平成 28 年 12 月定例会）」
に掲載しております。（http://www.city.ibaraki.osaka.jp/shisei/gikai/）

茨木市史（全 10 巻）
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フォーラム 無
結　
果

大
野　
幾
子

塚　
　
　
理

長
谷
川　
浩

滝
ノ
上
万
記

中
井　
高
英

山
崎　
明
彦

山
本　
隆
俊

大
村　
卓
司

青
木　
順
子

松
本　
泰
典

河
本　
光
宏

坂
口　
康
博

福
丸　
孝
之

上
田　
光
夫

下
野　
　
巖

上
田　
嘉
夫

辰
見　
　
登

友
次　
通
憲

安
孫
子
浩
子

中
村　
信
彦

田
中　
総
司

朝
田　
　
充

大
嶺
さ
や
か

畑
中　
　
剛

桂　
　
睦
子

小
林
美
智
子

米
川　
勝
利

山
下　
慶
喜

岩
本　
　
守

条　
　
　
　
例

茨木市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部
改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

　　　　　　　　　　　　　　　　〔修正動議〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔原案〕

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × ※ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 否決

× × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決

茨木市職員退職手当条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市市税条例等の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正に
ついて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ 可決
茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着
型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準等を定める条例の一部改正について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

　　　　　　　　　　　　　　　　〔修正動議〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔原案〕

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ × 否決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ 可決
茨木市農業委員会の選挙による委員の定数を定め
る条例の全部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 退 退 退 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市火災予防条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び
茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正
について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

補 

正 

予 

算

                                       〔組み替え動議〕 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × 否決

　　　　　　　　　　　　〔原案〕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ 可決
平成 28 年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正
予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

人 

事 

案 

件

人権擁護委員推薦につき意見を求めることについ
て【田村　義則　氏】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

答申
（適任）

人権擁護委員推薦につき意見を求めることについ
て【諏訪　典子　氏】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

答申
（適任）

茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めるこ
とについて【片山　正敏　氏】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

そ
の
他

市営土地改良事業の施行について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議 
員 

提 

案

議会の請求に基づく監査の結果（監報第 4 号）に
関する調査特別委員会調査報告について × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 承認

証言拒絶に伴う告発について × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決

茨木市議会議員定数条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × ○ 可決
茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部
改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ 否決

会派・議員名

件　　　名

　月定例会議決結果12 （ 〇：賛成、×：反対、※：公務 、退：退席）

◆議長（公明党：篠原　一代議員）は採決に加わりません。
◆中村信彦議員の「※ : 公務」は、大阪府都市競艇企業団議会全員協議会への出席によるものです。
◆議案内容については、市役所南館１階情報ルームに設置している資料をご覧ください。
　なお、市長提出案件の概要については、市議会ホームページでご覧いただけます。

乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施
策の拡充を求めることについて  …………………【不採択】

　12 月定例会に提出された請願は、民生常任委員会の審
査を経て、12月 16日の本会議で採決の結果、次のとお
り決定しました。

請　願 可決された決議・意見書

◆請願第 6 号

  12 月定例会で可決された意見書については、関係機関に送付しまし
た。

◎「（仮称）茨木市議会議員政治倫理条例」制定に関する決議
◎ホームドアの設置と内方線付き点状ブロックの整備促進を求める意
　見書
◎東日本大震災及び原発事故被災者へ寄り添った支援を求める意見書

平成 28 年度大阪府茨木市
一般会計補正予算（第 2 号）{

一般職の職員の給与に関する
条例等の一部改正について {

茨木市待機児童保育室条例の
一部改正について {

市
議
会

だ
よ
り


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	33.pdf
	34.pdf
	35.pdf
	36.pdf
	37.pdf
	38.pdf
	39.pdf
	40.pdf
	41.pdf
	42.pdf
	43.pdf
	44.pdf



